
南河内二次医療圏 
「地域医療構想」の進捗状況 

2019年度 
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1 南河内二次医療圏の概要(１)医療体制の概要① 

参照：第７次大阪府医療計画一部改編 

南河内二次医療圏では、新公立病院改革プラン補足調査対象病院が 
2病院、公的医療機関等2025プラン対象病院が3病院である 

●主な医療施設の状況 

2019年５月末時点 
【対象病院数34の内訳】 
 公立病院：2 
 公的病院：3 
 民間等病院：29 
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1 医療法人宝生会ＰＬ病院 ○ ○

2 富田林病院 ○ ○ ○

3 河内長野市
独立行政法人国立病院機構大阪南医療セ
ンター

○ ○ ○ □ ○

4 社会医療法人垣谷会明治橋病院 ○

5 阪南中央病院 ○ ○

6 羽曳野市
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪
はびきの医療センター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 藤井寺市 市立藤井寺市民病院 ○ ○

8 社会医療法人さくら会さくら会病院 ○

9 学校法人近畿大学近畿大学病院 ○ ○ □ ○ ○ ○ ○

2 3 1 1 3 4 1 2 5 1 1 1 2 1 1 3

※　「がん診療拠点病院」の□印は「地域がん診療連携拠点病院（国指定）」、○印は「大阪府がん診療拠点病院（府指定）」を示す。

※　「周産期母子医療センター」の○印は「地域周産期母子医療センター」を示す。

合　　　　　計

富田林市

松原市

大阪狭山市



参照 2019年度病院プラン調査等（速報値） 

1 南河内二次医療圏の概要(１)医療体制の概要②（公民別病床機能） 
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公立・公的・民間等、それぞれにおいて有する 
                  病床機能の割合は異なっている 

病床数（合計） 

458床 
病床数（合計） 

730床 

病床数（合計） 

919床 
病床数（合計） 

4,463床 

●公民別病床数の病床機能別割合(病院プラン等提出34病院（公立2、公的①※2、公的②※1、民間等29）） 

※公的①：公的プラン対象病院（民間の地域医療支援病院、特定機能病院除く） 
  公的②：公的プラン対象病院（民間の地域医療支援病院、特定機能病院） 



藤井寺保健所所管内の病院の「現在」の病床機能総計（病床数）
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 全体

公立 19 439 0 0 458 公立 4.1% 95.9% 0.0% 0.0% 100.0%
公的① 0 0 0 0 0 公的① #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
公的② 0 0 0 0 0 公的② #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
民間等 20 1,123 129 711 1,983 民間等 1.0% 56.6% 6.5% 35.9% 100.0%
合計 39 1,562 129 711 2,441 合計 1.6% 64.0% 5.3% 29.1% 100.0%

富田林保健所所管内の病院の「現在」の病床機能総計（病床数）
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 全体

公立 0 0 0 0 0 公立 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
公的① 248 432 50 0 730 公的① 34.0% 59.2% 6.8% 0.0% 100.0%
公的② 919 0 0 0 919 公的② 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
民間等 45 696 312 1,427 2,480 民間等 1.8% 28.1% 12.6% 57.5% 100.0%
合計 1,212 1,128 362 1,427 4,129 合計 29.4% 27.3% 8.8% 34.6% 100.0%

藤井寺保健所所管内の病院の「現在」の病床機能総計（病床数）【割合】

富田林保健所所管内の病院の「現在」の病床機能総計（病床数）【割合】

参照 2019年度病院プラン調査等（速報値） 

1 南河内二次医療圏の概要(１)医療体制の概要②（公民別病床機能） 
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●【参考】保健所別病床機能別割合 



1 南河内二次医療圏の概要(１)医療体制の概要③（医療介護提供体制） 
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医療保険 

DPC 
12施設  3,857床 

一般病棟入院基本料 
23施設 
2,598床 

一般病床 療養病床 

   回復期 
リハビリテーション 

4施設 
180床 

地域包括ケア病棟 
（入院料） 

8施設 
375床 

療養病棟 
入院基本料 

16施設 
1,420床 

 小児 
入院医療管理料 

5施設 191床 

障害者施設等 
7施設 416床 

緩和ケア病棟 
1施設 16床 

有床診療所 
一般 

 

11施設 130床 

地域包括ケア病棟 
（入院医療管理料） 

4施設 
61床 

精神病床 

8施設  
1,833床 

結核病床 

１施設  
60床 

感染症病床 

1施設  
6床 

有床診療所 
療養 

 

0施設 
0床 

特定機能病院 
1施設 792床 

（一般病床に限る） 

専門病院 
0施設 0床 

救命救急 
1施設 30床 

特定集中治療室 
4施設 35床 

新生児 
特定集中治療室 

3施設 18床 

新生児 
治療回復室 
1施設 18床 

総合周産期特定集中治療室   

母体・胎児 0施設   0床 
新生児        0施設   0床 

脳卒中ケアユニット 
1施設 12床 

ハイケアユニット 
3施設 24床 

小児 
特定集中治療室 

0施設 0床 

特殊疾患 
（入院料） 
0施設 0床 

特殊疾患 
（入院医療管理料） 

0施設 0床 

介護保険 その他 

特別養護老人ホーム 
33施設 

2,344人定員 

介護保険施設 
48施設 

3,920人定員 

介護老人保健施設 
14施設 

1,336人定員 

介護療養型医療施設 
（介護療養病床） 

1施設 
240人定員 

主な地域密着型
サービス 

63施設 
1,088人定員 

地域密着型 
養護老人ホーム 

14施設 
406人定員 

認知症高齢者 
グループホーム 

49施設 
682人定員 

有料老人ホーム 
66施設 

2,771人定員 

養護老人ホーム 
3施設 

517人定員 

軽費老人ホーム 
11施設 

450人定員 

サービス 
付き 

高齢者向け 
住宅 

42施設 
1,205人定員 

介護医療院 
0施設 

0人定員 

医療・介護提供体制は、多くの機能・施設から構成されている 

参照 「医療保険」病床機能報告（2018年7月1日時点の医療機能：2019年2月集計）ただし、次項目は右記のとおり、精神病床・結核病床・感染症病床（大阪府健康医療部資料（2019年3月31日現在））「介護保険・

その他」大阪府福祉部資料（認知症高齢者グループホームは2018年1月1日現在、その他施設は2019年4月1日現在） 



（単位：床）

重症急性期 急性期（不明） 地域急性期

病床数の必要量 2013 741 2,089 1,468 2,154 6,452

病床機能報告 2014 1,061 3,452 192 1,953 1 185 6,844

病床機能報告 2015 1,249 2,896 347 1,895 1 403 6,791

病床機能報告 2016 1,029 3,030 479 2,020 10 107 6,675

病床機能報告 2017 1,267 2,744 1,988 0 756 517 2,160 70 1 6,759

病床機能報告【暫定】 2018 1,257 2,676 2,172 0 504 559 2,064 0 115 6,671

病床機能報告【最終】 2018 1,257 2,676 2,172 0 504 559 2,179 0 0 6,671

病床数の必要量【既存病床数内】 2025 774 2,393 1,784 1,809 6,760

病床数の必要量【オリジナル】※ 2025 814 2,515 1,875 1,902 7,106

合計区分 年度 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 未報告等

重症急性期 急性期（不明） 地域急性期

病床機能報告 2017 18.7% 29.4% 0.0% 11.2% 7.7% 32.0% 1.0% ―

病床機能報告 2018 18.8% 32.6% 0.0% 7.6% 8.4% 32.7% 0.0% ―

病床数の必要量 2025 11.5% 35.4% 26.4% 26.8%

区分 年度 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 未報告等
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1 南河内二次医療圏の概要 (2)地域医療構想の進捗状況 

●病床機能報告と病床数の必要量の比較 

②病床数の必要量（回復期） 

●病床機能報告（2018年度）と病床数の必要量（2025年）の割合の比較 

 ᾓ ˔  

①病床機能報告（地域急性期＋回復期） 

 2017年度 18.9% 

 2018年度（最終） 16.0% 

26.4% 

割合の差 
10.4% 

(約700床) 

※地域医療構想策定ガイドラインに基づく数値 

病床数の必要量における回復期機能を担う病床数の確保には、 
南河内二次医療圏で約10％程度同機能への転換が必要と推計される 

参照 病床機能報告 
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●2025年に向けた診療科の見直しの予定の有無 ●2025年に向けた建物・設備の整備・改修予定  
 の有無 

参照 2019年度病院プラン調査等（速報値） 

2 2025年に向け各病院が検討している医療機能・病床機能等① 
 
 
約７割の医療機関が、2025年に向けた建物・設備の整備・改修について、
予定があるか、検討中となっている 



高度急性期 急性期 回復期 慢性期 全体
公立 0 ▲ 54 48 0 ▲ 6

公的① 0 ▲ 40 0 0 ▲ 40
公的② ▲ 119 0 0 0 ▲ 119
民間等 7 ▲ 5 134 ▲ 382 ▲ 246
合計 ▲ 112 ▲ 99 182 ▲ 382 ▲ 411

▲ 23 

▲ 26 

▲ 109 

▲ 158 

▲ 240 

▲ 300 ▲ 250 ▲ 200 ▲ 150 ▲ 100 ▲ 50 0

地域一般入院料１・２（13対1） 

小児入院医療管理料 

特定機能病院一般病棟入院基本料等 

療養病棟入院料 

介護療養病床 

67 

44 

11 

8 

8 

6 

4 

1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回復期リハビリテーション病棟入院料 

特定一般病棟入院料 

救命救急入院料・特定集中治療室管理料等 

急性期一般入院料２～７（10対1） 

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料 

障害者施設等・特殊疾患病棟 

地域一般入院料３・一般病棟特別入院基本料（15対1） 

急性期一般入院料１（7対1） 
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Ħ1/14₴ǲׄǘǦ
 

各病院の2025年に検討している 
入院料別（病床機能別）病床
数総計から各病院の現在の入院
料別（病床機能別）病床数の総
計を差し引いて算出） 

 
   

●入院料別の検討状況※ 

参照 2019年度病院プラン調査等（速報値） 

●公立・公的・民間別の検討状況※ 

2 2025年に向け各病院が検討している医療機能・病床機能等② 
 
 各病院が検討している病床機能等の変更は、 
   構想が目指す病床機能分化の方向性と概ね一致している 



藤井寺保健所所管内の病院の病床機能検討状況 富田林保健所所管内の病院の病床機能検討状況
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 全体

公立 0 ▲ 54 48 0 ▲ 6 公立 0 0 0 0 0
公的① 0 0 0 0 0 公的① 0 ▲ 40 0 0 ▲ 40
公的② 0 0 0 0 0 公的② ▲ 119 0 0 0 ▲ 119
民間等 7 63 77 ▲ 316 ▲ 169 民間等 0 ▲ 68 57 ▲ 66 ▲ 77
合計 7 9 125 ▲ 316 ▲ 175 合計 ▲ 119 ▲ 108 57 ▲ 66 ▲ 236
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参照 2019年度病院プラン調査等（速報値） 

●【参考】保健所管内別病床機能の検討状況※ 

2 2025年に向け各病院が検討している医療機能・病床機能等③ 
 

Ħ1/14₴ǲׄǘǦ  
各病院の2025年に検討している 入院料別（病床
機能別）病床数総計から各病院の現在の入院料別
（病床機能別）病床数の総計を差し引いて算出） 
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●時間外労働規制に対する対応検討状況（36病院に対する調査（複数回答可）） 

参照 今後の医師の確保の見通し調査（第２回病院連絡会） 

3 2024年（医師の時間外労働規制開始年）に向けた対応の検討状況 
 
 多くの病院がＡ水準での対応を検討しているが、 
      一部、Ｂ水準、Ｃ水準の対応を検討している病院がある 



※１地域医療構想で推計した「2025年の病床数の必要量」 

  2013年度のレセプトデータ等（当該構想区域の医療機関の総計）と将来の推計人口、国より指定された病床稼働率から算出

（厚労省「地域医療構想策定支援ツール」により算出）。 

※２ 近畿大学病院が提供した診療実態に応じた2025年の病床数の必要量 

   厚生労働科学研究伏見班における「診療密度区分別入院日数の全国集計値と厚労省DPC調査結果」等のデータを活用し推計。 

   高度急性期（3,000点以上）：300床、急性期（2,999点～600点）：403床、回復期（599～175点）：269床 11 

Ẏἶ П ̢ ӣ ̱͑Ѱ ⅛ ◙  

(１) 再編計画に伴う病床数の影響の試算方法 
〇病床機能報告に与える影響 

   

南河内 高度急性期 ▲919床(報告病床数) 

堺市 高度急性期 ＋800床（再編後報告予定病床数） 

〇病床数の必要量に与える影響 

南河内 

堺市 

地域医療構想推計した 
2025年の病床数の必要量※１ 

 

地域医療構想推計した 
2025年の病床数の必要量※１ 

 

Ṩ 

ṧ 

近畿大学病院が提供 
している診療実態に応じた 

2025年の病床数の必要量※２ 

近畿大学病院が提供 
している診療実態に応じた 

2025年の病床数の必要量※２ 



高度
急性期

急性期
重症
急性期

急性期
（不明）

地域
急性期

回復期 慢性期 休棟等 合計

2018年度病床機能
報告（病床数）

1,257 2,172 0 504 559 2,179 0 6,671

2025年病床数の必
要量（病床数）

814 2,515 1,875 1,902 7,106

①2018年度病床機
能報告（割合）

18.8% 32.6% 0.0% 7.6% 8.4% 32.7% 0.0% 100%

②2025年病床数の
必要量（病床数）

11.5% 35.4% 26.4% 26.8% 100%

①　－　② 7.4% 5.9% 0.0%-2.8% -10.5%

12 

(２) 【南河内】 病床機能報告（平成30年度）と病床数の必要量の関係の変化 

●再編前 

●再編後 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

（重症） 
急性期 

地域 
急性期 

高度
急性期

急性期
重症
急性期

急性期
（不明）

地域
急性期

回復期 慢性期 休棟等 合計

2018年度病床機能
報告（病床数）

338 2,172 0 504 559 2,179 0 5,752

2025年病床数の必
要量（病床数）

514 2,112 1,606 1,902 6,134

①2018年度病床機
能報告（割合）

5.9% 37.8% 0.0% 8.8% 9.7% 37.9% 0.0% 100%

②2025年病床数の
必要量（病床数）

8.4% 34.4% 26.2% 31.0% 100%

①　－　② -2.5% 6.9% 0.0%3.3% -7.7%高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

（重症） 
急性期 

地域 
急性期 



厚生労働科学研究伏見班における「診療密度区分別入院日数の全国集計値と厚労省DPC調査結果」等のデータを活用し推計。 

高̧度急性期（3,000点以上）：300  

急̧性期（2,999点～600点）：403            

回̧復期（599～175点）   ：269  13 

Ẏἶ П ̢ ӣ ̱͑Ѱ ⅛ ◙  

(１) 再編計画に伴う病床数の影響 

〇病床機能報告に与える影響 

  

 Ẏ919 ( )  

〇病床数の必要量に与える影響 

地域医療構想で推計した 
2025年の病床数の必要量※１ Ṩ 

近畿大学病院が提供 
している診療実態に応じた 

2025年の病床数の必要量 

近大は、病床機能報
告を全て「高度急性
期」で報告している
ため。 

厚労省の研究班等の
データを用い、府独
自で、診療機能を実
態に応じて、推計し
た。 

〇「所在地ベース」の考え方 

 病床数の必要量の算定には、圏域内外から近畿大学病院へ受診する患者の数を考慮して割

り出しているため、再編後、近畿大学病院の受診患者は堺圏域で受診を継続すると仮定して

考えるもの。 
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(２) 【南河内】 病床機能報告（平成30年度）と病床数の必要量の関係の変化 

●再編後 

●再編前 

1257床 - 919床 
= 338床 

高̧度急性期：   814床 - 300 床 = 514床 

急̧性期：      2515床 - 403 床= 2112床           

回̧ 期：      1875床 - 269 床= 1606床 

●病床数の必要量 

府独自に算定し
た実態に近い数
値を使い再計算 



15 

 

 

ӣ Ἥ ⅛ ʹ Ḹף 
 

                                

Ἥ ⅛ ὑ  
（医療法施行規則第３０条の３３、同規則附則第４８条及び平成１８年法律８４号附則第３条） 

 

 ̧ 病院の一般病床及び療養病床 

 ̧ 有床診療所の一般病床(平成１９年１月１日以後に使用許可を受けたものに限る)及び療養病床 

 ̧ 介護老人施設又は介護医療院については、平成３６年３月３１日までの間、療養病床の既存病床数に

算定（病院又は診療所の療養病床を転換した場合に限る) 

 ̧ 職域病院等の病床は、部外者が利用している部分を除き、特定の患者のみが利用しているため、既存

病床数には算定しない 

 

 

ʹ ⱳ ᶦ 
 
  有床診療所の一般病床については「平成１９年１月１日以後に使用許可を受けたものに限る」べきところ、

第７次医療計画で示した既存病床数においては、当該基準日より前に使用許可を受けた病床も含めてい
たことが判明 

 

 

ӣ 64  ᶫ 3- 1- 1  

 

二次医療圏 基準病床数 
【正】 

既存病床数 

【誤】 

既存病床数 

差 

（「正」－「誤」） 

豊能 ６，７１１ ９，００９ ９，１９４ △１８５ 

三島 ４，７４５ ６，５０２ ６，６３６ △１３４ 

北河内 ８，３４２ ９，５８４ ９，９４０ △３５６ 

中河内 ４，５３４ ５，８０４ ５，８９３ △８９ 

南河内 ４，０９７ ６，５６７ ６，６６５ △９８ 

堺市 ５，６９５ ９，３３８ ９，４９６ △１５８ 

泉州 ４，８４７ ８，７６６ ８，９１８ △１５２ 

大阪市 ２１，９１９ ３１，７６８ ３２，２６４ △４９６ 

合計 ６０，８９０ ８７，３３８ ８９，００６ △１，６６８ 

 

֓ Ḩ ⅛  

ʝ ⅛ Ḩ ⅛  

ѩר)) ₴ ѩ˲֥) ѩר) ₴ ѩʝ ⅛ ᴇ) ₳᷈᷀ ЊЊ

( їЊ )) ⅛ѫ  

⅛ Ḩ ⅛  

ѩר)) ₴ ѩ˲֥) ѩר) ₴ ѩ ⅛Њ ֞ ᴇ) (˺ ᷀ὁӣ ᾍꜘ֯ ) (

ЊЊ ) ( їЊ )) ⅛ѫ  

 

52ᶥẎ ↑ ӣ ᾃ ̝ 1-2 
＜参考＞ 


